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統一料金の設定

�統一料金設定の基本方針案

　水道料金は市内全域での統一を目

指し、体系は上水道事業の体系を採

用する案とします。

①給水サービスの平準化

　老朽施設の更新などのため、財源

を確保し、市内全域での平等で安定

した給水サービスを提供する必要が

あります。

②上水道事業との格差是正

　簡易水道事業の経営状況は、交付

税の繰入金を入れても料金回収率が

６６㌫ であり、財源の不足分はさらに

市税などから補てんされています。

　一方、上水道事業は補てんはされ

てなく、独立採算で経営されていま

す。

③上水道事業の料金形態の採用

　料金形態は、市街地で経営されて

いる上水道事業の料金水準を限度と

し、その体系を採用する提案をしま

す。

�移行期間案

　移行期間は平成１９年度から平成２３

年度とします。

�現行料金体系等の比較

水道事業経営審議会意見要約

　第３回審議会では、事務局の資料

説明後、論議が繰り広げられ、次の

ような意見が出されました。

○合併協定では上水と簡水で区別し

た表現になっているので、上水道に

統一する必要はない。

○簡水は明智町のように口径別、逓

増型として料金を設定した方がよ

い。

○特に山岡町は上がり幅が大きく問

題である。

○飯地・中野方は料金が高いので下

げて、その分を明智・岩村・山岡を

少しずつ上げて補えばよい。

○明智は１３㍉ が一般家庭、２０㍉ は営

業で区別しているので、この２つの

料金を同じにするのはおかしい。

○基本水量があるのは､高齢者家族

にはよいことではないか。

○街と辺地ではそもそも差があるの

で、料金までそろえなくてもよい。

○他市に１３㍉ があるのであれば、み

んな２０㍉ にしなくてもよい。

○上水基準よりも現状を基準に考え

て、まずは簡水の不合理を是正する

ことを考えるとよい。

○水道未普及地域が解消されるまで

統一は待ったらどうか。

○まずはどういう方針で統一するか

から決めた方がよい。

お知らせ

①第４回審議会は、８月中旬に行う

予定です。

②ご意見があれば、広報えなに折り

込みの「広報直通便」でお寄せくだ

さい。

③第３回水道事業経営審議会の資料

などは市ホームページに掲載してい

ます。（http://www.city.ena.gifu.jp）

□問い合わせ　水道課（内線１６２）

水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道料料料料料料料料料料金金金金金金金金金金のののののののののの格格格格格格格格格格差差差差差差差差差差解解解解解解解解解解消消消消消消消消消消をををををををををを審審審審審審審審審審議議議議議議議議議議水道料金の格差解消を審議

　現在、簡易水道料金は、一般家庭で１カ月に同じ水量を使用した場合には約２倍の格差（広報えな４月１日号

を参照）があります。また上水道料金と簡易水道料金とは料金の仕組みが異なっており、同じ市内に住んでいて

も水道料金は異なっています。

　水道事業経営審議会では、これらの格差の解消方法についての検討を行っています。ここでは、６月３０日に開

催された第３回審議会に提出された資料と意見の一部を掲載します。

用語の解説　※①基本水量制＝基本料金の中に一定の水量が含まれた料金体系
　　　　　　※②逓増型料金体系＝大口需要者が水量に応じて応分の費用を負担し、一般家庭料金の軽減化を図る料金体系

上水道簡易水道項目

口径別（１３・
２０㍉ は同じ）

口径別（合併前
はほぼ用途別）

料金体系

なし
負担の公平性、
料金の原則

あり
１カ月あたり
１０立方㍍

基本水量制

全口径で４段
逓増型料金体
系。負担の公
平性、節水誘因
の付与

明智地区の
２５㍉ 以 上 の
口径で１段
逓増型料金
体系を採用

逓増型料金体系

最低・最高料金、上水道料金の比較

（口径１３㍉・単位：円）

上水道
簡易水道

使用量 ／ 月
最高最低

１,３１２２,８３５９２４０立方㍍

２,１６１２,８３５９２４１０立方㍍

３,５４１４,０９５２,１８４２０立方㍍

５,７４１５,３５５３,４４４３０立方㍍

１０,１４１７,８７５５,９６４５０立方㍍

現行水道料金比較表（口径１３㍉）

※①

※②
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みんなで広げよう助け合いの輪みんなで広げよう助け合いの輪
●地震災害家具転倒防止・火災警報

機設置ボランティア作戦２の事前調

査に協力を

　平成７年に発生した阪神・淡路大

震災での死者の約８４㌫ は建物崩壊と

家具転倒による圧死でした。また最

近では新潟中越地震においても多く

の家具が倒れ負傷者が出ています。

恵那市においても、平成１６年８月２２

日に市内の自治会、自主防災隊、建

設業関係者、水道・電気事業者、市

内の中学生などボランティア１,０００

人が参加し、６５歳以上の一人暮らし

の高齢者宅１４２軒に家具転倒防止器

具を取り付ける活動を行いました。

　市では、本年７月中旬から７０歳以

上の高齢者世帯の皆さんを対象に地

震災害家具転倒防止・火災警報機設

置の希望調査を実施しています。調

査にご協力いただける方は、地域の

民生委員にお申し出ください。また

詳細につきましては防災対策課へお

問い合わせください。

□期間　８月２５日�まで

□内容　家具転倒防止設置希望調

査、火災警報器設置希望調査

□申し込み　各地区の民生委員

□問い合わせ　防災対策課（内線

３１６・柘植）、消防本部消防課�２６-

０１１９（内線６１４・度会）
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　岐阜県下において不適切な消火器

の販売による被害が増加していま

す。次のことに注意して被害を未然

に防いでください。

①「消火器を点検、詰め替えに来た」

と言われても、相手の言葉をうのみ

にせず、現在契約している業者かを

確認したり、見積もりを取ったりす

るなどして、適正な価格かどうかを

確認してから応じましょう。

②個人の住宅に消防職員や、市役所

職員が消火器の販売、詰め替えに伺

うことはありません。きっぱりと断

り、それでも効果がない場合、近く

の消防署や警察署などに連絡するよ

うにしてください。

③不必要な契約を勧められても、厳

然とした態度で断りましょう。あい

まいな返事は禁物です。

④事業者が行った契約は、クーリン

グ・オフ制度（消費者の契約は一定

期間無条件解約が可能）適用があり

ません。万が一契約してしまった場

合、救済が大変困難となります。十

分注意してください。

⑤住宅用火災警報器においても、同

様の被害が県下で発生しています。

おかしいと思ったら近くの消防署ま

でお問い合わせください。

□問い合わせ　恵那消防署�２６-

０１１９、岩村消防署�４３-４１１９、明智消

防署�５４-４１１９、上矢作分署�４８-

３１１９

国民年金からのお知らせ
●老齢福祉年金受給者の皆さん　８

月は「国民年金証書」の提出月です

　８月期の老齢福祉年金（８月１１日

から受給できます）を指定郵便局で

受け取られましたら、すみやかに国

民年金証書を提出してください。

（返信用封筒を利用して岐阜社会保

険事務局年金課へ送付）

　なお提出が遅れますと、次回の年

金の支払いに間に合わなくなること

がありますのでご注意してくださ

い。

□問い合わせ　岐阜社会保険事務局

年金課�０５８-２５５-１２１２

●年金受給者の現況届提出が省略に

　現在、年金受給者の生存の事実確

認につきましては、年１回誕生月

に、現況届（はがき）を提出してい

ただくことで実施していますが、受

給者サービスの向上を図る観点か

ら、１２月生まれの方より、住民基本

台帳ネットワークシステムを活用し

て現況確認を実施することとなりま

した。社会保険庁の情報と住民基本

台帳ネットワークシステムの情報の

突合を行い、住民票コードを収録で

きた方につきましては、現行の現況

届を送付する時期に合わせて、現況

届が不要になった旨のお知らせを行

う予定です。

　社会保険庁に登録されている住所

と住民基本台帳ネットワークシステ

ム上の住所が相違するなどした場合

は、引き続き現況届（はがき）の提

出が必要となります。

　また障害年金受給者などの障害状

態の確認および加給年金額対象者に

関する生計維持確認については、引

き続き届け出が必要となります。

□問い合わせ　多治見社会保険事務

所�０５７２-２２-０２５５、市役所市民課年

金係�２６-２１１１（内線１４４・１４５）

【おわびと訂正】　７月１５日号３㌻中、「探しにいこまいかえなのたからもの！」の「公共交通機関の利用」で、明知鉄

道「小・中・高校生は、全路線で半額運賃となります」は「小・中学生は、全路線で半額運賃となります」の間違いで

した。おわびして訂正します。

□問い合わせ　文化課�４３-２１１２（内線２２６）
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親として①
　「お父さん、ドウワ問題って何？」

　お子さんに、こう質問されて戸

惑った経験はありませんか。

　初めてわが子にこう問われたと

き、思わず身が引き締まったことを

覚えています。この子にどう答えた

らいいのか。どう答えたら知識だけ

でなく、心を伝えることができるの

か。父親としての、いや、人として

の生き方の本質への問いを、この質

問は含んでいると思います。精いっ

ぱい答えようと心に決めました。

　鎌倉時代や室町時代には、死に関

わる仕事や自然の改造などの仕事

は、けがれに触れる仕事と思われて

いました。動物の皮を扱う仕事や、

水の無いところに井戸を掘ったりす

る仕事などがそうでした。いずれも

社会になくてはならない大切な仕事

で、これらに従事する人たちは、け

がれを清めるという特殊な能力の持

ち主として恐れ敬われました。しか

し一方で、自分たちとは違う人たち

という見方もされました。

　江戸時代になると身分制度が確立

され、仕事も居住地も変わることが

できなくなります。幕府は、少数の

武士による支配を維持するために、

社会の大多数である農民、町人の不

満をそらそうと、先に述べた人たち

を、農民や町人よりも下の身分であ

ると強調する政策をとります。服装

や履物などについて制限し差を付け

るお触れを盛んに出します。

　この政策により、世代を経るにし

たがって、差別意識が人々の中に浸

透していったのです。

　明治になって、この差別された身

分は、法律で廃止されました。しか

し明治政府は差別解消のための対策

をほとんど行わず、その後も、就職、

教育、結婚などでの差別は続いてき

ました。

　以上のような知識を踏まえ、この

差別は、間違ったものであり、全て

の人の力で解決されなければならな

いこと、それにもかかわらず、人の

心の中の差別意識は、現在も完全に

ぬぐい去られてはいないこと、その

ために、苦しんでいる人たちが今で

もおられることをまず話しました。

（次号につづく）

【参考】『これだけは知っていたい同

和問題』（岐阜市人権啓発センター）

『社会人権同和学習資料No.２９』（岐阜

県教育委員会）

□社会教育課�４３-２１１２（内線２１７・

鈴木）

�������

－同和問題と人権①－

こんにちは国保です
●平成１８年度国民健康保険料本算定

の料率が決定

　４月から７月分までの国民健康保

険料は仮算定により納めていただい

ておりましたが、８月からは本算定

による料率で納めていただきます。

　国民健康保険に加入している世帯

には、８月中旬に本算定による通知

書を送付します。

　今回の算定では、税制改正による

公的年金など控除の見直しや介護納

付分保険料の上限が８万円から９万

円に上がったことなどから保険料が

変わる場合があります。

　国民健康保険料は、国保を運営し

ていく大切な財源です。必ず納期ま

でに納めましょう。

□問い合わせ　市民課保険係（内線

１４７・三宅）

介護分医療分区　分
１.１９㌫５.３８㌫所得割
９.８㌫３１.５５㌫資産割
８,４００円２６,１００円被保険者１人当たり
４,８００円２２,２００円１世帯当たり

差別のない社会をめざして
　恵那市は「人・地域・自然が調和した交流都市」をそ

の将来像と位置付け、力強く歩み始めました。私たち恵

那市民は、自他の調和のとれた共生社会を実現できる一

人一人であるために、これからも学び続けていきましょ

う。そんな学びの一環として、人権同和教育講演会を行

います。

　講師の荒木先生には、昨年度も来ていただきました。

被差別地区にお生まれになったこと、ご自身やご家族が

就職やご結婚のときにつらい体験をなさったことを、

はっきりと、しかし優しく、温かく語られる姿に強く心

を動かされ、「このお話をもっと多くの人に聞いてもら

おう」という昨年度の参加者の方の思いに応えるべく、

今年もお願いしました。

　心の広がりと、自分が少し優しくなったことが実感さ

れるひとときを共にしましょう。

　ぜひご参加ください。私たちの、そして子どもたちの

未来のために。

□とき　８月２６日�午後１時半～３時半（午後１時開場）

□ところ　岩村公民館大ホール

□講師　荒木康雄先生

□問い合わせ　社会教育課�４３-２１１２（内線２１５）
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夏休み無料開放日
　インライン滑走料・フットサル

コートが無料（貸靴代・器具代は有

料）になります。

□とき　８月１２日�・１３日�

□問い合わせ　スポーツ課�４３-

２１１２、クリスタルパーク恵那スケー

ト場�２８-３３９０

レイナルドのフットサル教室
　７月１７日に開催する予定でした

が、雨のため日程を変更しました。

まだ定員に余裕がありますので、ぜ

ひ参加ください。

□とき　８月１９日�午前１０時～正午

（午前９時半受付開始）

□講師　ジョゼ・レイナルド・フェ

ルナンデス・シルバ氏

□内容　基礎知識から基本練習

□参加費　無料

□参加資格　小学１年生以上

□定員　１００人

□持ち物　運動靴（サッカースパイ

ク禁止）・飲み物・タオル

□締め切り　８月１６日�

□申し込み・問い合わせ　�恵那市

体育連盟�２５-６４７８　午前９時～午

後５時（月曜休み）

スピードワークショップ＆
サンセットスケート
□とき　８月２６日�、２７日�

□時間　

△

２６日＝午後０時半受付開

始、午後１時～３時（予定）講習会、

午後５時～７時（予定）記録会（サ

ンセットスケート）　

△

２７日＝午前

９時半受付開始、午前１０時～正午

（予定）講習会

□講師　風巻大翼氏、風巻草太氏、

Ｋａｚａｘインストラクター

□内容　インラインスピード競技の

ためのスケーティング基礎練習な

ど。記録会は、１０００㍍～１００００㍍の

レース

□受講料　

△

全日程＝一般５５００円、

１８歳未満１０００円（２日間滑走料込み）

△

１日のみ＝一般３０００円、１８歳未満

５００円（滑走料込み）　

△

記録会のみ

＝一般５００円、１８歳未満１００円（滑走

料自己負担）

□定員　各５０人

□締め切り　８月２２日�

□申し込み　メールまたはＦＡＸで

参加内容、住所、氏名、年齢、電話

番号をお知らせください。

�gia@skatelovers.com�２５-７２５６

□問い合わせ　岐阜県インラインス

ケート協会�０８０-３２８０-０２９９（午後７

時～１０時）、�恵那市体育連盟�２５-

６４７８　午前９時～午後５時（月曜休

み）

クリスタルパーク恵那スケート場８月のイベント

１０月１日から福祉医療が変わります
●父子家庭の父も新たに助成対象となります（父子家庭

医療費助成）

【申請の受付（福祉医療受給者証更新日と同時）】

□とき　９月２５日�～２９日�

□ところ　

△

旧恵那市にお住まいの方＝市役所会議棟大

会議室（午前９時～午後８時）　

△

南部５町にお住まいの

方＝各振興事務所（午前９時～午後６時）

□申請に必要なもの　父子家庭であることがわかるもの

（例：戸籍謄本（本籍地で取得））認め印、父と子の保険

証、郵便局以外の通帳

※申請書などは、会場で記入していただきます。

□その他　所得制限（児童扶養手当制限額）があります

ので、非該当となる場合があります。

〔参考〕児童扶養手当所得制限限度額（単位：千円）

●入院時食事療養費に係る標準負担額の助成が廃止され

ます（全制度【乳幼児・重度心身障害者・父子家庭・母

子家庭等・重度老人】対象）

　入院中の食事療養費は、自己負担になります。（入院中

の医療費・通院の医療費は、これまで通りです）

①現在、小学校就学前のお子さんがご利用の「乳幼児医療

受給者証」は、１０月１日以降の有効期間が記載されていて

も、この改正ですべて受給者証の取り換えが必要です。

②現在「重度心身障害者老人特別助成金受給者証」をお

持ちで、有効期限のない方は、この改正で受給者証の取

り換えが必要です。

①②の詳細は９月１日号でご案内します。

□問い合わせ　子育て支援課（内線１５２）

変 更 後変 更 前
父子家庭の父・児童
（１８歳到達後の年度末
までの児童を現に扶養
している配偶者のない
父と当該児童）

父子家庭の児童対　　象

児童が１８歳になってから最初の３月３１日
まで有効期限

あり（父本人・同居家族で所得が最も高
い者）（児童扶養手当の所得制限を準用）所得制限

扶養義務者
所得制限額

父 親 本 人
所得制限額

扶養親族の数
（人）

２,３６０１,９２００
２,７４０２,３００１
３,１２０２,６８０２
３,５００３,０６０３
３,８８０３,４４０４
４,２６０３,８２０５
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岩村城の清掃作業
　７月２日�岩村町の「地域づくり」

を進めるために６月に新しく設立さ

れた「城下町ホットいわむら（深萱

澄雄会長）」が、町内へ岩村城跡の清

掃作業を呼び掛けたところ、約１５０

人の方が集まりました。

　当日は、作業の途中から雨が降る

あいにくの天気でしたが、岩村歴史

資料館・太鼓 櫓 周辺から城跡本丸と
やぐら

その周辺の草刈作業、延長１,７００㍍

に及ぶ石垣の草取り、倒木の搬出な

ど手際よく作業を進めました。参加

された方は「まちのシンボルである

岩村城址、これからも大切に整備・

保存をしていこう」と誓い合った一

日でした。

□問い合わせ　岩村振興事務所振興

課�４３-２１１１（内線２５６・藤井）

三郷町在住

度会宣男さんが本を寄贈　

　恵那地域の歴史の基礎をつくった

加藤 景廉 、 景朝 父子の研究をされる
かげかど かげとも

度会宣男さん（三郷町）が、その成

果をまとめた本を出版。７月５日、

市役所を訪れ、可知市長に２５冊を寄

贈されました。

　度会さんは、旧恵那市職員だった

約２０年前に歴史の研究をはじめ、恵

那地域の始まりともいうべき景廉父

子に興味を持ち、その時代の歴史書

「 吾妻鏡 」から関係する部分を抜粋す
あずまかがみ

るなど、５年がかりで本にまとめら

れました。本は「美濃国 恵奈 ・遠山
え な

荘地頭吾妻鏡の中の加藤景廉と遠山

景朝」。Ａ５版２０８ページで、ふりが

なを付けるなど読みやすいように配

慮されています。寄贈された本は市

内の図書館や公民館に置かれます。

□問い合わせ　総務課（内線３０３）

紹 介

パソコンステップアップ講座　

【Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌのもうちょっと知りたい講座】

□とき　８月９日�午前１０時～午後３時

□内容　

△

Ｗｏｒｄ＝罫線表の活用　

△

Ｅｘｃｅｌ＝

セルの書式、複数シートの集計

□受講費　１,０００円（別途テキスト代必要）

【夏休みペーパークラフト講座】

□とき　８月１６日�、２３日�午前１０時～午後３時

□内容　「パソコンを使って、展開図を選んで印刷」

「切り抜いて組み立てる」紙のプラモデルです。夏休み

の思い出に、親子または友達と一緒に楽しい１日を過

ごしませんか？

□持ち物　材料費５００円・弁当・水筒・はさみ・木工用

ボンド・定規・筆記用具・作ったものを入れる袋

□対象　どなたでも（小学３年生以下は保護者が同伴

のこと）

【共通】

□ところ　恵那文化センター視聴覚室

□定員　１８人（定員になり次第締め切り）

□その他　詳細はパソコンサポートクラブホームペー

ジ（http://psc.enat.jp/）をご覧ください。

□申し込み・問い合わせ　パソコンサポートクラブ�

０９０-６６１６-７６３５（足立）�psc@enat.org

美濃岩村・歴史掘りおこし研究会

特別展のお知らせ
□展示テーマ　「岩村城・日本１００名城選定特別展」

□期間　８月５日�～２２日�まで常設、その後は土・

日曜日開場（入場無料）

□時間　午前９時半～午後５時

□ところ　ＪＡ岩村支店駐車場前・手造り工房城山隣

□展示内容　岩村城絵図、廃城令、三大山城定義、士

族沿革史など

□夏祭り　８月５日�～６日�午後９時半まで開放　

※期間中、手造り工房城山・くみひも教室生徒作品展

を併設

□問い合わせ　美濃岩村歴史掘りおこし研究会�４３-

２３５４

中部電力からのお願い
　昨年８月から、申し込み・問い合わせを用件別にお

受けするため、恵那サービスステーションの電話番号

を以下のとおり一部変更させていただいています。

①引っ越し・契約変更などの申し込み・問い合わせ、

使用量・料金の照会�５８-２１００　②停電などその他問い

合わせ�２６-２１４５
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木の国・山の国県民運動

千年の森バスツアー参加者
□とき　８月２６日� 

□集合場所　ＪＲ恵那駅または岐阜

県恵那総合庁舎

□内容　木曽ヒノキ備林の見学（徒

歩約４０分）、加子母地区内の森林見

学、木工クラフト体験

□募集人数　４０人（申し込み多数の

場合は抽選）

□参加費　１,０００円（昼食・クラフト

代など）

□申し込み方法　８月１５日�まで

に、はがき、ＦＡＸ、メールで参加

者全員の住所、氏名、年齢、性別、

電話番号を明記しお申し込みくださ

い。

□申し込み・問い合わせ　恵那農林

事務所林業課林務担当　〒５０９-７２０３

恵那市長島町正家 １０６７-７１�２６-１１１１

�２５-１５０１�c24808@pref.gifu.jp

串原健康管理センター

トレーニング教室参加者
　串原健康管理センターでは、ト

レーニング教室を開催します。エア

ロバイクをはじめウオーキングマシ

ン、マルチエクササイズほかトレー

ニングマシーンを使って筋力アップ

を目指しましょう。汗をかいた後

は、隣接する福祉センターで温泉入

浴もできます。（午後１時～４時、

入浴利用料1回３００円）

□とき　①８月２３日�午前１０時～１１

時（温泉入浴可能）　②８月２５日�午

後７時半～８時半（温泉入浴不可）

□ところ　串原健康管理センター

□参加費　１,０００円（入浴利用料別途

３００円）

□講師　�恵那市体育連盟　足立

□定員　２０人

□申し込み期間　８月７日�～１７日

�

□申し込み・問い合わせ　串原振興

事務所住民課�５２-２１１１

絵手紙を書いてみませんか　

　恵那ライオンズクラブでは、環境

の意識を高め、くらしやすい「まち」

を築くため、「かんきょうとくらし

の絵手紙」を募集しています。

□内容　自然、ふるさと、家族、友

だちなど自由

□対象　恵那市ゆかりの方　�小学

生低学年の部　�小学生高学年の部

�中学生の部　�一般の部（園児、

高校生、大学生を含む）

□規定　官製はがき、私製はがき、

はがき大用紙。コンピューターグラ

フィックも可能。１人１点（応募作

品は返却しません）

□締め切り　９月８日�

□応募方法　各学校の担当の先生へ

提出するか、恵那ライオンズクラブ

へ送付してください。

□問い合わせ　〒５０９-７２０３　長島町

正家１-４-２１　恵那ライオンズクラ

ブ�２５-４８１４

食の安全セミナー

食の安全性を楽しく学ぶ
　恵那保健所では、消費者の皆さん

に食品に関する講習会や、実際に農

産物の生産現場や食品製造施設の視

察を通じて、食の安全性について楽

しく学んでいただく「食の安全セミ

ナー」の参加者を募集しています。

　参加された方は、県と消費者を結

ぶ情報窓口として「食品安全対策モ

ニター」に登録することができます。

【１日目】

□とき　９月１５日�午前１０時～午後

５時

□ところ　岩村振興事務所大会議室

□内容　�農作物に関する基礎講座

＝農薬使用・ぎふクリーン農業につ

いて説明します。　�農産物生産地

の視察と意見交換＝生産現場での取

り組みを学び、直接、生産者と対話

ができます。

□視察先　トマト生産施設（明智町）

【２日目】

□とき　９月２０日�午前１０時～午後

５時

□ところ　岩村振興事務所中会議室

□内容　�食品に関する基礎講座＝

残留農薬、食品添加物などについて

説明します。　�食品製造施設の視

察と意見交換＝加工食品の製造、衛

生管理などについて学びます。

□視察先　中部フーズ本社工場（多

治見市高根町）

※視察先へは、貸切バスで移動　

□対象　恵那市在住の方（１日のみ

でも参加できます）

□定員　恵那地域で１５人（先着順）

□申し込み方法　８月３１日�まで

に、「食の安全セミナー参加希望」と

明記し、氏名、住所、電話番号を記

入して、ＦＡＸ、メール、はがきで

お申し込みください。（電話も可）

□申し込み・問い合わせ　

〒５０９-７２０３　恵那市長島町正家後田

１０６７-７１　岐阜県恵那保健所生活衛

生課�２６-１１１１（内線２５３・２５４） �

２５-１１７４（松岡、坂下）

�c22709@pref.gifu.lg.jp

募 集

８月は

「電気使用安全月間」　

　電気設備の安全点検をして、電

気は正しく安全に使いましょう。

□電気の相談　�中部電気保安協

会中津川事業所�０５７３-６５-８６５１

生ごみはしっかりと水切りを
　生ごみをステーションに出される際、しっかり水切り（おしぼり程度）

をしてください。水切りがされていないと、悪臭やカラス被害の原因とな

り、ごみ処理施設の燃料費用にも影響があります。皆さんのご協力をお願

いします。

□問い合わせ　環境課（内線１８８）
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平成１８年度警察官　

　岐阜県警察では、平成１８年度警察官と警察

事務職員の採用試験を次の通り実施します。

　警察官は、県民の安全と平穏な暮らしを守

る仕事です。正義感、公共心の強いあなたを

求めています。

□募集内容　警察官Ａ・Ｂ、警察事務職員

□対象　

△

警察官Ａ＝昭和５０年４月２日以降

に生まれた大学卒業または平成１９年３月３１日

までに卒業見込みの方　

△

警察官Ｂ＝昭和５０

年４月２日から平成元年４月１日までに生ま

れた、大学卒業（卒業見込みを含む）以外の

方　

△

警察事務職員＝昭和６０年４月２日から

平成元年４月１日までに生まれた短大・高校

卒業程度の方

□受付期間　

△

警察官Ａ・Ｂ＝８月４日�～

２２日�　

△

警察事務職員＝８月１１日�～２９日

�

□一次試験内容　

△

警察官Ａ・Ｂ＝一般教養、

作文　

△

警察事務職員＝一般教養、適性検

査、作文

□問い合わせ　恵那警察署�２６-０１１０、最寄

りの交番、駐在所

料理コンクール“くしはらがうまい”
　串原の風土豊かな食材を使った料理コン

クール“くしはらがうまい”を開催します。

書類審査を通過した方は、料理研究家内田真

美さん（「おいしい朝ごはん」の著者）から

コメントがもらえます。採用された料理は、

くしはら温泉「ささゆりの湯」レストランの

期間限定特別メニューとして登場します。

□応募期間　８月１日�～９月２０日�

□作品内容　①串原の食材（こんにゃく、ハ

ム、ソーセージ、豆腐製品）を一つ以上使う

②１作品は４人分の料理とし、材料費は４,０００

円以内（１人前１,０００円）　③１時間以内で料

理できること　④オーブンは使用しない

□表彰　

△

最優秀賞＝１点（５万円相当の副

賞）

△

優秀賞＝１点　

△

優良賞＝３点　

△

参

加賞＝応募者の中から抽選で１００人に温泉入

浴券１枚　※結果はホームページに掲載

http://www.kushihara.org/̃kushihara/

□申し込み・問い合わせ　〒５０９-７８９２串原

３１７１-１串原振興事務所振興課�５２-２１１１

恵那市商店街連合会

夏祭りと盆踊りの夕べ
　子どもからお年寄りまで一緒

になって、踊りの輪を広げ、真夏

の夜のひとときを楽しみましょ

う。各商店街ではストリートビ

アガーデンやバンド演奏などイ

ベントが満載です。多目的広場

では歌って笑ってオンステージ

生カラオケ大会も開催します。

当日は交通規制がかかり車の乗

り入れができない箇所もありま

す。ご迷惑をお掛けしますがご

協力いただきますようお願いし

ます。

□とき　８月１４日�夕刻から

（少雨決行、雨天順延１５日�）

□ところ　恵那駅中心市街地商

店街

□問い合わせ　恵那商工会議所

内恵那市商店街連合会事務局�

２６-１２１１

第17回

岐阜県畜産フェア
　夏休みの思い出づくりとし

て、岐阜県の畜産物、特産品が

いっぱいのフェアで、ゆっくり

牧場体験をしてみませんか。

□とき　８月２６日�午前１０時～

午後４時、２７日�午前９時～午

後３時

□ところ　東濃牧場（長島町鍋

山）

□内容　

【県畜産銘柄品コーナー】

△

飛騨牛コーナー　

△

牛乳、乳

製品コーナー

【ちびっこ集合！ちびっこ体験教室】

△

乳搾り　

△

ちびっ子獣医教室

など

【特産品販売コーナー】

△

東濃道の駅コーナー

【ステージイベント】

△

ゲームがいっぱい　

△

恵那市

伝統芸能発表　①岩村城女太鼓

②竜王太鼓（山岡町釜屋）

【その他】

△

そばの苗無料配布（先着５００人

を２日間）

□入場料　無料（無料駐車場あ

り）

□問い合わせ　岐阜県畜産フェ

ア実行委員会事務局（�岐阜県

畜産協会）�０５８-２７３-９２０５

オユンナ＆モンゴル国立民族歌舞団

コンサート
□とき　１０月２０日�午後６時開

場　６時半開演

□ところ　恵那文化センター

□入場料　全自由席　１,０００円

□チケット　恵那文化センター

ほかで販売中

□お願い　多くの皆さんにモン

ゴル国の実情を知っていただ

き、貧しさ故、親から見捨てら

れた子どもたちのために「善意」

を届けたく、会場受付に募金箱

を設置させていただきます。ど

うぞご協力お願いします。

□問い合わせ　上矢作町モンゴ

ル国友好協会・上矢作振興事務

所�４７-２１１１（内線３１）
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２,０００円で年間利用

明知鉄道シルバー会員券
　明知鉄道では、６５歳以上の市

民の方を対象に「シルバー会員

券」を発売します。

□利用資格　恵那市および中津

川市在住の６５歳以上の方

□販売期間　平成１９年３月まで

□料金　１人２,０００円（発行日か

ら１年間有効）

□申し込み方法　�老人クラブ

加入者＝老人クラブ地区役員宅

へ代金を添え申し込みくださ

い。　�加入していない方＝明

知鉄道各駅窓口、市役所高齢福

祉課、商工観光課、各振興事務

所（岩村・山岡・明智・串原・

上矢作）へ代金を添えて申し込

みください。なお年齢確認のた

め運転免許証または健康保険証

をご持参ください。

□その他　原則として毎月月末

までに申し込まれた方は、翌月

５日交付。８月は１５日までに申

し込まれた方は８月２１日に交付

します。

□問い合わせ　明知鉄道�本社

営業課�５４-４１０１ 

子育て中の皆さんへ

みんなで子育てを考えませんか
　子育てするのに一番大切なこ

と、母親、父親のことや、地域環

境、地域でできることなど、子育

てをみんなで考える講演会を、

大垣市の子育て交流プラザのＮ

ＰО法人くすくすの理事小池肇

子氏をお招きして開催します。

参加希望の方は、電話でお申し

込みください。

□とき　８月２２日�午後２時～

３時半

□ところ　恵那文化センター

□締め切り　８月１８日�

□申し込み・問い合わせ　�中

津川法人会�０５７３-６５-６５９３

知的障害者の方

診断と相談を実施
　県知的障害者更生相談所で

は、知的障害を持つ方の療育手

帳の交付や更新などのための診

断、相談を行います。該当する

と思われる方は８月２１日�まで

に申し込みください。

□とき　８月２５日�午前９時～

午後２時半

□ところ　市役所会議棟

□対象者　１８歳以上の知的障害

者の方

□費用　無料

□持ち物　印鑑、療育手帳（お

持ちの方）

□申し込み・問い合わせ　社会

福祉課（内線１３４）

秋まき麦生産者の皆さんへ

品目横断的経営安全対策
　東海農政局では、１９年産から

スタートする品目横断的経営安

定対策への加入を呼び掛けてい

ます。１９年産の秋まき麦につい

て収入が減少した場合の影響を

緩和するための、いわゆる“ナ

ラシ”の対策に加入される方は、

申請受付が９月１日から始まり

ます（１１月３０日まで）。対策の要

件を満たす生産者の方は、漏れ

なく申請いただき経営の安定に

ご活用されますようお願いしま

す。

□問い合わせ　東海農政局美濃

加茂統計・情報センター恵那庁

舎�２６-５９９５

案 内

次回は８月１５日発行です
　次回の「広報えな」は８月１５日号にな

ります。

　８月１５日�と１６日�にかけて各自治

会長さんのお宅へお届けします。よろ

しくお願いします。


